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はじめに 

 

近年、少子高齢化や単身世帯の増加、非正規労働者の増加

などを背景として、自分の力だけで日常生活を営むことが困

難な人が増加し、支援を必要とする人の生活課題の多様化、

複雑化が進んでいます。 

また、人間関係の希薄化が進み、地域における互助力も弱

まりつつある中、社会的な孤立が問題になるなど、福祉を取

り巻く状況は刻々と変化しています。 

 

これらの課題に対応するためには、公的サービスだけではなく、市民・行政・事業

者などが互いに助け合い、支え合っていくことが重要であることから、本市では、平

成 26 年（2014 年）3 月に「第 4 期大和市地域福祉計画」を策定し、地域福祉の

取り組みを総合的に推進してきました。 

一方、国では、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を

超え、世代や分野を超えてつながる「地域共生社会」の実現に向けた改革を進め、平

成 30年（2018年）４月に改正社会福祉法が施行されました。 

 

こうした市の取り組みや国の制度改革の内容等を踏まえつつ、昨今の社会情勢や地

域の実情に応じた地域福祉の取り組みをさらに一歩進めることができるよう、このた

び「第５期大和市地域福祉計画」を策定いたしました。 

計画期間は、2019年度から 2023年度までの 5年間とし、基本理念「つながり

が生みだす豊かな暮らし」の実現に向けて、２つの基本目標を柱に、市民一人ひとり

が心身ともに健康で安心して暮らせる地域づくりを進めてまいります。 

 

結びに、本計画を策定するにあたり、貴重なご意見、ご提言をいただきました市民

の皆様、また、意識調査にご協力いただいた関係機関・団体の方々、そして、熱心に

ご議論くださいました大和市社会福祉審議会委員の皆様に、心からお礼を申し上げま

す。 

 

 

平成３１年（2019年）３月 

大和市長 大木 哲 
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